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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月２４日 １９時４５分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市大蟇
おおひき

島南方沖 

 長崎市所在の大蟇
おおひき

島
しま

大瀬
お お せ

灯台から真方位１８０°４.５海里（Ｍ）

付近 

 （概位 北緯３２°４８.２′ 東経１２９°３２.６′） 

事故調査の経過  平成２６年６月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 正輝
しょうき

丸、１９８トン 

   １２８５９６、有限会社松﨑海運 

   ５１.８９ｍ×１０.５０ｍ×５.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６６１kＷ、平成２年６月２６日 

Ｂ 漁船 第十八恵比須
え び す

丸、１９トン 

   ＮＳ２－１０５３９（漁船登録番号）、株式会社勉水産 

   １９.１５ｍ（Lr）×４.６２ｍ×１.７８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、平成５年１１月６日 

   第２９２－４７３２４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７５歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４３年１月１２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１２月４日 

    免状有効期間満了日 平成２７年１月３１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録 日 平成１０年１月９日 

    免許証交付日 平成２４年１０月２日 

           （平成３０年１月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部のハンドレールに曲損、右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に割損、操舵室上部のハンドレール及びマスト等

に曲損 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、平成２６年６月２４日１９時

１５分ごろ、船長Ａが一等航海士から船橋当直を引き継ぎ、航海灯を

表示し、約９.５ノット（kn）の対地速力で自動操舵により、大蟇島

南西方沖を東南東進した。 

 船長Ａは、当直を交替した際、３Ｍレンジとしたレーダーで周囲の

状況を確認し、周囲に他船の映像を認めず、その後は、目視により見

張りを行っていたところ、他船を認めなかったので、周囲に他船はい

ないものと思った。 

 船長Ａは、メーカーの担当者が訪船した際に持参していたレーダー

のカタログが気になっており、衝突の約１０分前に操舵室左舷後部の

畳敷きのところで後方を向いて立ち、同カタログを見始めた。 

 Ａ船は、船長Ａが、レーダーのカタログを見終わり、操舵スタンド

の後方に戻って前方を見たところ、船首方間近にＢ船の白いマスト等

を認め、機関を後進にかけたものの、１９時４５分ごろ大蟇島南方沖

において、Ａ船の右舷船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、長崎県五島列島周辺の漁場に

向かっていたところ、船団の漁ろう長から錨泊して待機するように指

示を受け、大蟇島南方沖において、１５時ごろから錨泊を開始した。

 Ｂ船は、船長Ｂが、航行中の船舶が錨泊中のＢ船を避けるものと思

い、操舵室後部の寝台で横になって休憩し、他の乗組員２人が船体後

部の船員室で休憩し、大蟇島南方沖において錨泊中、Ｂ船とＡ船とが

衝突した。 

 船長Ｂは、衝撃で目を覚まし、Ｂ船が左舷側に傾くので、操舵室か

ら外を見たところ、Ａ船の船首部が見えたことから、Ａ船と衝突した

ことを知り、機関を後進にかけ、その後、両船が離れた。 

 Ａ船及びＢ船は、互いの損傷状況及び負傷者の有無などの確認を行

い、船長Ａが１１８番に通報し、海上保安部の巡視船が到着した後、

Ａ船は自力航行して長崎市長崎港に入港し、Ｂ船は修理のため、自力

航行して長崎県佐世保市の造船所に向かった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 約２～３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１９時３４分、常用薄明終了時刻：２０時０２分 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、２台搭載しているレーダーの１台が、本事故の約１週間前

から故障しており、本事故当日の朝、メーカーの担当者は、訪船して

故障の状況を確認するとともに、レーダーのカタログを置いて行っ

た。 

 Ｂ船は、１５時ごろ錨泊を開始した後、錨泊中を示す法定の形象物

又は灯火を表示していなかった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、大蟇島南方沖を東南東進中、船長Ａが、前方に他船はいな

いものと思い込み、気になっていたレーダーのカタログを見ていたこ

とから、船首方間近に接近してＢ船に気付き、機関を後進にかけたも

のの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、大蟇島南方沖で錨泊中、船長Ｂが、航行中の船舶が錨泊中

のＢ船を避けるものと思い、操舵室後部の寝台で横になって休憩して

いたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。

原因  本事故は、日没後の薄明時、大蟇島南方沖において、Ａ船が東南東

進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａがレーダーのカタログを見ており、ま

た、船長Ｂが操舵室後部の寝台で横になって休憩していたため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・錨泊中であっても周囲の見張りを適切に行い、接近する船舶に対

しては、有効な音響による信号により、注意喚起を行うこと。 

 ・錨泊する際は、錨泊中を示す法定の形象物又は灯火を表示するこ

と。 

 



 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 

（平成２６年６月２４日  

１９時４５分ごろ発生） 

長崎県

長崎市

大蟇島 

大蟇島大瀬灯台

Ａ船：約９.５kn

長崎港 

長崎県五島列島 

中通島 


